
東長岡西地区地区計画を次のように変更する。

面　　積 　約７．５ｈａ

太田都市計画地区計画の変更[太田市決定]

名　　称 　東長岡西地区地区計画

位　　置 　太田市スバル町及び東長岡町の各一部

建
築
物
等
の
整
備
に
関
す
る
事
項

　本地区は、市の中心市街地の北部に位置し、古くから当市の基幹産業である輸送
機器製造業の立地を中心とする工業的土地利用が図られてきた地域と隣接している
ことから、当市の工業都市としての更なる発展及び活性化のため、工業的土地利用
を図るべき地区である。
　そこで、地区計画の策定により、活力ある基幹産業の維持、増進及び良好な環境
の創出と保全と共に、周辺環境とも調和した魅力と活気あふれる、都市型工業用地
の形成を図ることを目標とする。

　本地区は、健全かつ合理的な工業的土地利用により、周辺環境とも調和の取れた
新たな工業用地として地域産業発展に寄与する企業及び施設等の誘導、集積を図
る。
 (１) 建築物等の用途は工業用地としての地区の特性及び周辺住環境への配慮の観
　　　点から用途の混在化を防止し、その他建築物等に関する規制を行い、地区内
　　　及び周辺住環境との調和に配慮した土地利用を図る。
 (２) 周辺住宅地の住環境に配慮し、地区内の住宅地に隣接する部分には緩衝緑地
　　　及び道路を設置することで、工業環境及び住環境との調和を図る。

　本地区の健全な土地利用の増進と良好な地区環境の形成を図るため、地区内に道
路・緑地等を配置し、地区内における個別の開発区域内においても、他法令等に基
づき、緑地及び空地等を適正に配置するよう努める。

地区計画の目標

区域の
整備、
開発及
び保全
に関す
る方針

土地利用の方針

地区施設の整備の
方針

地 区 の
面 積

地
区
整
備
計
画

地区施設
の配置及
び 規 模

道 路 　道路Ａ　幅員９ｍ　延長約２５０ｍ

公園・緑地 　約０．２ｈａ

地 区 の
名 称

Ａ地区
(用途：工業専用地域)

Ｂ地区
(用途：準工業地域)

約６．３ｈａ 約１．２ｈａ

建 築 物 等 の
用 途 の 制 限

次に掲げる建築物を建築してはならな
い。

(1)店舗その他これに類するもの
(2)カラオケボックスその他これに類す
るもの
(3)神社、寺院、教会その他これらに類
するもの
(4)公衆浴場、診療所、保育所その他こ
れらに類するもの
(5)老人福祉センター、児童厚生施設そ
の他これらに類するもの
(6)自動車教習所
(7)畜舎
(8)建築基準法施行令第130条の6で定め
る第２種中高層住居専用地域内に建築す
ることができる工場
(9)一般廃棄物又は産業廃棄物の処理施
設(工場その他の建築物に附属するもの
で、当該建築物において生じた廃棄物の
みの処理に供するものを除く。)

次に掲げる建築物を建築してはならな
い。

(1)店舗及び飲食店
(2)ホテル又は旅館
(3)畜舎
(4)ボーリング場、スケート場、水泳場
その他これらに類する建築基準法施行令
第130条の６の２で定める運動施設(就業
者の福利厚生のための附帯施設として設
けるものは除く。)
(5)マージャン屋、ぱちんこ屋、射的
場、勝馬投票券発売所、場外車券売場そ
の他これらに類するもの
(6)劇場、映画館、演芸場、観覧場
(7)風俗営業等の規制及び業務の適正化
等に関する法律第2条第1項及び第6項か
ら第11項に規定する営業の用に供する建
築物
(8)カラオケボックスその他これに類す
るもの
(9)幼稚園、小学校、中学校、高等学校

(10)大学、高等専門学校、専修学校等
(11)図書館その他これに類するもの
(12)神社、寺院、教会その他これらに類
するもの
(13)病院
(14)公衆浴場、診療所、保育所その他こ
れらに類するもの
(15)老人ホーム、身体障害者福祉ホーム
その他これらに類するもの
(16)老人福祉センター、児童厚生施設そ
の他これらに類するもの
(17)自動車教習所
(18)一般廃棄物又は産業廃棄物の処理施
設

地区の
区分



　「区域は計画図表示のとおり」

理由

　地区計画区域内の一部の土地の区域が「東長岡町」から「スバル町」に変更になることから、地区計画

の位置の表示を変更するものです。

　なお、今回は町名変更による地区計画の位置の表示の変更のみであり、区域、地区整備計画等の変更は

ありません。
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建 築 物 等 の
用 途 の 制 限

次に掲げる建築物を建築してはならな
い。

(1)店舗その他これに類するもの
(2)カラオケボックスその他これに類す
るもの
(3)神社、寺院、教会その他これらに類
するもの
(4)公衆浴場、診療所、保育所その他こ
れらに類するもの
(5)老人福祉センター、児童厚生施設そ
の他これらに類するもの
(6)自動車教習所
(7)畜舎
(8)建築基準法施行令第130条の6で定め
る第２種中高層住居専用地域内に建築す
ることができる工場
(9)一般廃棄物又は産業廃棄物の処理施
設(工場その他の建築物に附属するもの
で、当該建築物において生じた廃棄物の
みの処理に供するものを除く。)

次に掲げる建築物を建築してはならな
い。

(1)店舗及び飲食店
(2)ホテル又は旅館
(3)畜舎
(4)ボーリング場、スケート場、水泳場
その他これらに類する建築基準法施行令
第130条の６の２で定める運動施設(就業
者の福利厚生のための附帯施設として設
けるものは除く。)
(5)マージャン屋、ぱちんこ屋、射的
場、勝馬投票券発売所、場外車券売場そ
の他これらに類するもの
(6)劇場、映画館、演芸場、観覧場
(7)風俗営業等の規制及び業務の適正化
等に関する法律第2条第1項及び第6項か
ら第11項に規定する営業の用に供する建
築物
(8)カラオケボックスその他これに類す
るもの
(9)幼稚園、小学校、中学校、高等学校

(10)大学、高等専門学校、専修学校等
(11)図書館その他これに類するもの
(12)神社、寺院、教会その他これらに類
するもの
(13)病院
(14)公衆浴場、診療所、保育所その他こ
れらに類するもの
(15)老人ホーム、身体障害者福祉ホーム
その他これらに類するもの
(16)老人福祉センター、児童厚生施設そ
の他これらに類するもの
(17)自動車教習所
(18)一般廃棄物又は産業廃棄物の処理施
設



総括図 （Ａ０） Ｓ＝１／２５，０００
（Ａ３） Ｓ＝１／７０，０００

地区名 東長岡西地区

面積 約７．５ha



1

3
4

2

7
5

68

11

10
9

Ａ地区

約６．３ｈａ

Ｂ地区

約１．２ｈａ

地区計画の決定

地区名 東長岡西地区

面   積 約７．５ha

凡　　　　　　　　例

区域界

番　　　号 区 域 界 名 称

地区界

１～４ 筆界

４～５ 筆界（鉄道用地）

５～１ 筆界

計 画 図（A3） Ｓ=１/３０００



地区施設配置図（A3） Ｓ=１/３０００

凡　　　　　　　　例

区域界

地区施設(緑地)

地区施設(道路)

地区施設(緑地)

約0.2ｈａ


